
整理番号 頁 訂正箇所 誤 正

A

2025年小規模建築物基礎設
計指針の改正に伴い、名称が
変更されましたので、読み替え
てお使いください。

「地盤補強」

「圧縮沈下」・「浸水沈下」

「小規模建築物のための地盤改良」

「主に雨水の侵入に起因する沈下」

B 盛土規制法の改正に伴う変更 7-5 宅地造成等規制法を削除 新たに7-13 として盛土規制法を追加（別冊)

1 35 上から7行目 ※改変の経緯はコラム（P.30）を参照 ※改変の経緯はコラム（P.36）を参照

2 43 図3.4.1 細粒分≦５０％ 細粒分≧５０％

3 55 図3.7.2 b)半自動式とc)全自動式の図が逆になっている c)の図が半自動式、b)の図が全自動式となる

4 56 表3.7.2 地盤の長期許容支持力度 地盤の長期許容応力度

5 60 図3.7.4 抜け 単位：mm

6 72 上から６行目2か所 乾爆密度 乾燥密度

7 72 上から3行目 問隙比，問隙　 間隙比，間隙

8 72 上から4行目 聞隙比 間隙比

9 74 図3.8.9 塑性限界 液性限界

10 75 上から4行目 図3.8.10 図3.8.12

11 76 上から4行目 非圧密非排水試験(UU） 非圧密非排水試験(UU試験）

12 77 上から9行目 ψ φ

13 77 下から1行め，2行目 ψ φ

14 78 下から4行目 聞隙水圧 間隙水圧

15 81 図3.8.27 P.117参照 P.118参照

16 82 式13）の内容 K=100KD１０２ K=100D１０２

17 82 式12）の内容 Cc：圧縮指数 削除

18 96 上から3行目 面状に改良 面状に補強

19 96 上から3行目 杭状に改良 杭状に補強

20 100 図4.3.2 (b)べた基礎　(a)布基礎 (a)べた基礎　(b)布基礎

21 107 図4.4.2 (b)べた基礎　(a)布基礎 (a)べた基礎　(b)布基礎

22 109 下から4行目 プレポーリング プレボーリング

23 113 下から5行目 下図 図-4.6.5

24 115 図4.6．7 H:水平力の下に抜け
E:杭のヤング係数（kN/㎡）　Ｉ：杭の断面二次モーメント（ｍ4）
β：杭の特性値β＝４√ｋｈβ/４EI　ｋｈ：水平地盤反力係数（kN/㎥）

25 115 上から3行目 E0 E

26 117 上から2行目 図4.6.11 図4.6.10

27 117 上から2行目 図4.6.12 図4.6.11

28 118 上から6行目 抜け

P:杭頭荷重(kN)
PFN：負の摩擦力による軸力の増分(kN)
RF：正の摩擦域における杭周面摩擦抵抗力(kN)
RP：杭先端の抵抗(kN)

29 124 下から2行目 30～60 30～100

30 127 上から10行目 ②標準貫入試験 ②土質試験

31 127 上から11行目 標準貫入試験 土質試験

32 128 表4.8.2 土の内部摩擦角 土の内部摩擦角（度）

33 128 最終行に抜け η：基礎の寸法効果による補正係数

34 147 図5.1.1 地盤面の設計水平深度 地盤面の水平加速度

35 155 下から6行目 ③ 有効上被り厚 :土粒子の密度試験 ③ 有効上被り厚 :土の密度試験

36 163 図5.6．4の上の図中 細粒土含有率２０％の場合 細粒分含有率２０％の場合

37 164 下から3,5行目 抜け

タイプⅠ：大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動
（プレート境界型の大規模な地震）を表したもの
タイプⅡ：地震動は継続時間は短いが極めて強度を有する
地震動（兵庫県南部地震のような内陸型地震）を表したもの

38 169 図5.6．7の左下図中 σ0=σｄ/2 σ0＋σｄ/2

39 232 下から2行目 抑制工 抑止工

40 232 下から2行目 抑止工 抑制工

41 236 図7.4．3右上 P＞F P<F

42 241 図7.5.3(１)図中 2m以上 2mを超える

43 241 図7.5.3(2)図中 1m以上 1mを超える

44 241 図7.5.3(3)図中 １ｍ以上、2m以上 1m以下、2mを超える

45 241 図7.5.3(4)図中 面積が500m2以上 面積が500m2を超える

46 255 下から4行目 締固め度＝Pmaｘ/PD×100 締固め度＝P/Pdmax×100

47 266 表7.10.2 土質ごとの施工上の留意点 土質ごとの留意点

地盤と建築をつなぐ(2021年6月発行：第1版)　正誤表　　　　　　　　　　　　　　　　　

整理番号 A･B、1から67まで：2026年1月21日更新　第2刷にて修正予定 



48 267 内水水害の説明 頻度は多いが，被害は小規模である．
頻度は多いが，被害は外水災害より比較的、小規模なこと
が多い．

49 285 上から5行目 図8.4．4 図8.4.6

50 285 上から7行目 σA σha

51 285 上から9行目 最も大きくなったが受動土圧 最も大きくなったのが受動土圧

52 286 式１） （kN/m） （kN/㎡）

53 286 式３） γt（kN/㎡） γt（kN/㎥）

54 286 式４） （kN/m） （kN/㎡）

55 286 式６） （kN/m） （ｍ）

56 287 式10） γ2 γ・Z１2

57 288 ポイントの表で支持力の数値 1.5 2

58 288 式3）の下の行 合力R 合力R（W＋PV）

59 288 式４） V R

60 288 図8.6．2 Rの矢印 Rの矢印を鉛直に修正

61 289 図8.6．3 W RV

62 289 式6）の記号の単位 CB（kN/m） CB（kN/㎡）

63 289 上から9～11行目 基礎地盤 支持地盤

64 290 式8） σ（max,min) σ（max,min)

65 290 式8） 6/e ６e

66 297 4）の右側 J1 σ１

67 315 上から3行目 P14 P13

閲覧・ダウンロードURL → https://www.kisoko.co.jp/book/pdf/Book063.pdf
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① 盛土規制法とは 

宅地造成等規制法（1961 年制定）の一部を改正する法律案として、国会に提出され審議を経て、2022

年 5 月 27 日に公布された。これにより、法律の題名も「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称、盛

土規制法）に改められるとともに、法律の内容も抜本的に改められ、2023 年 5 月 26 日に施行された。

本法律は、危険な盛土等による崖崩れや土砂流出災害から国民の生命・身体を守るという観点から、

宅地・農地・森林など土地の用途を問わず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域

として指定し、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積について、全国一律の基準で包括的に規制するこ

とを目的としている 1)。 

なお、以下、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積について説明する 1)。 

※宅地造成：宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他の土地の形質変更であり、政令

で定めるもの 

※特定盛土等：宅地又は農地等において行う盛土、その他の土地の形質変更で、当該宅地又は農地

等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとし

て、政令で定めるもの 

※土石の堆積：宅地又は農地等において行う土石の堆積であり、政令で定めるもの 

       なお、土石とは土砂もしくは岩石又はこれらの混合物を指すものと考えられる。 

本法律の主な内容は以下のとおりである。 

7-13 盛土規制法 

●ポイント 

1) 旧法（宅地造成等規制法）の宅地造成工事規制区域が、宅地造成等工事規制区域

として、丘陵地から平地まで拡大され、都市部のほぼ全域が規制対象となった。 

また、特定盛土等規制区域が創設され、森林や農地における渓流等の上流域、及

び市街地・集落等以外の保全対象区域が、新たな規制対象となった。 

2) 工事中の仮置きなど一時的な土砂の堆積でも、一定規模（最大時に堆積する高

さ・面積）を超えると工事の許可が必要になった。 

3) 許可申請における安全基準の強化だけでなく、許可基準に沿って安全対策が行わ

れているかどうかを確認するため、工事中の検査・定期報告が義務化され、違反

時の罰則も大幅に重くなった。 



  盛土規制法 
 

・規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、都道府県知事等（指定都市・中核市の長を含む）

の許可が必要である。 

・地域住民や市町村との連携による通報体制を整備し、不法・危険な盛土の未然防止や早期発見を図

る。 

・許可違反や過去に造成された危険な盛土に対しては、所有者等に是正命令や罰則が科される。       

 

② 盛土規制法制定の背景 

令和 3 年 7 月、静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生し、死者 28 名、住宅被害 98 棟という甚

大な被害が生じた。図 1 に被害状況を示す。この災害の原因の一つとして「違法な盛土」が指摘され

ている。 

また近年は、自然環境の変化や土木構造物の老朽化により、全国的に土砂災害のリスクが高まって

いる。こうした状況を踏まえ、被害を未然に防ぐためのより強力な規制として盛土規制法が制定され

た。 

 

図 1 静岡県熱海市土石流災害被害状況 2) 

 

③ 従来の宅地造成等規制法との違い 

図 2 に盛土規制法の概要を示す。以下の 4 点を柱とする法改正が行われている。 

1）規制区域の強化（スキマのない規制）、2)許可制度の強化（盛土等の安全性の確保）、3)責任の所

在の明確化、4)罰則規定の明記・強化（実効性のある罰則の措置） 
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図 2 盛土規制法の柱の概要 3) 

 

 主な改正項目は、以下の通りである 1)。 

a) 題目及び目的の見直し 

・改正内容を踏まえて、題目を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正するとともに、目的

規定に「特定盛土等」及び「土石の堆積」を追加した。 

b) 主務大臣による基本方針の策定 

・主務大臣は、国土交通省大臣及び農林水産大臣とし、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積

にともなう災害の防止に関する基本的な方針を定めなければならないとした。 

c) 都道府県による基礎調査の実施 

・都道府県等（指定都市、中核市含む）は、規制区域等の指定の他、宅地造成、特定盛土等又

は土石の堆積にともなう災害の防止に必要な基礎調査を概ね 5 年ごとに行い、その結果につい

て、関係市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。 

d) 宅地造成工事規制区域における規制対象の拡大、中間検査の導入等 

・市街地等に加えて、集落及びこれらに隣接し、又は近接する土地の区域を含めて、宅地造成

等工事規制区域として指定できるようにした。また本区域内においては、宅地造成のほか、特

定盛土等又は土石の堆積を許可対象に追加するとともに、許可を受けた者は、工事完了の検査

等の他、一定規模の工事について、中間検査を受けなければならない。 

e) 特定盛土等規制区域の創設 

   ・自然的条件及び社会的条件からみて、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これ

にともなう災害が生じるおそれが大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定
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できるようにした。また、宅地造成工事規制区域と同様、一定規模以上の特定盛土等又は土石

の堆積を許可対象にするとともに、許可を受けた者は、検査（中間検査・完了検査）を受けな

ければならない。 

 

④ 規制区域等の概要 

盛土規制法では、旧法の宅地造成工事規制区域が拡大されて、宅地造成等工事規制区域となり、丘

陵地だけなく平地部も規制の指定対象区域に追加されるとともに、特定盛土等規制区域が創設され、

森林や農地なども指定対象区域として新たに追加された。これにより、隙間のない規制区域の設定が

可能となった。これらの規制区域内における工事規制として、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積を

行う者は、都道府県知事等の許可（一部、届け出）を受けなければならない。また、規制区域内の土

地所有者等の責務として、土地の保全努力義務がある。図 3 に規制区域の概要図を、図 4 に宅造法改

正前後の規制区域の違いを示す。 

平成 18 年（2006 年）宅造法改正で創設された造成宅地防災区域については、盛土規制法により、基

礎調査が創設されるとともに、特定盛土等が規制対象に追加されたことなどから、関係する規定の追

加等が行われている。なお、造成宅地防災区域内の土地所有者等の責務として、災害防止努力義務が

あるが、適切な災害防止措置等が実施されて、造成宅地の安全性が認められる場合など、指定の事由

がなくなったときは、指定を解除するものとしている 1)。 

●宅地造成等工事規制区域 

宅地造成等工事規制区域(改正前の名称：宅地造成工事規制区域)は、盛土等の崩落が発生した場合、

隣接・近接する市街地・集落等の居住者等の生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある区域などであ

り、人が多く住んでいる場所が指定される区域である。図 4 に示すように、従来は丘陵地の市街地が

主な対象であったが、改正により平地部も指定可能となり、市街地のほぼ全域を規制区域として指定

できるようになった。具体的には、「市街地もしくは市街地になろうとする土地の区域」に加えて、「集

落の区域」と「これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域」を指定対象区域として追加してい

る。 

宅地造成等工事規制区域に関わる法律の概要は、以下の通りである 1)。 

・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積にともない、災害が生じるおそれが大きい市街地もしくは

市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は近接する土地の

区域を含む）であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造

成等工事規制区域として指定することができる。 

・宅地造成等工事規制区域において、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積を行う者は、都道府県知

事等の許可を受けなければならない。また、許可を受けた者は、工事完了の検査等の他、一定規
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模の工事について、特定の工程（排水施設の設置等）終了後、中間検査（土石の堆積は除く）を

受けなければならない。さらに、工事完了時まで、工事の進捗等を報告する、定期報告を行わな

ければならない。 

・宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等（宅地造成等工事

規制区域の指定前に行われたものを含む）にともなう災害が生じないよう、その土地を常時安全

な状態に維持するように努めなければならない。 

・都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のた

め必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施

行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとる

ことを勧告することができる。さらに災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合

においては、土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、

擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを

命ずることができる。 

 

●特定盛土等規制区域 

図 3 に示すように、森林や農地など、人家が少ない地域が指定対象となる区域であり、今回の改正

で新たに設けられたものである。宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、盛土等の崩落

により流出した土砂が、土石流となって渓流等を流下し、保全対象の存する土地の区域に到達するこ

とが想定される渓流等の上流域、及び市街地・集落等以外の保全対象が指定される区域である。 

特定盛土等規制区域に関わる法律の概要は、以下の通りである 1)。 

・自然的条件（土地の傾斜度、渓流の位置、集中豪雨等の発生状況など）、及び社会的条件（周辺地

域における土地の利用状況、人口や経済活動の状況など）からみて、当該区域内の土地において

特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により、市街地等区域その他の

区域の居住者等の生命又は身体に危害を生じるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛

土等規制区域として指定することができる。 

・特定盛土等規制区域において、特定盛土等、土石の堆積を行う者は、都道府県知事等に届け出な

ければならない。さらに、一定規模以上の特定盛土等、土石の堆積を行う者は、都道府県知事等

の許可を受けなければならない。 

・この許可を受けた者は、工事完了の検査等の他、特定の工程（排水施設の設置等）終了後、中間

検査（土石の堆積は除く）を受けなければならない。さらに、工事完了時まで、工事の進捗等を

報告する、定期報告を行わなければならない。 

・特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積（特定
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盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安

全な状態に維持するように努めなければならない。 

・都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害

の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主

又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防

止のため必要な措置をとることを勧告することができる。さらに災害の発生のおそれが大きいと

認められるものがある場合においては、土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、

相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却

のための工事を行うことを命ずることができる。 

 

 
図 3 盛土規制法の規制区域の概要図 4) 

 

図 4 宅造法の改正前後の規制区域の違い 4) 

 

参考として、東京都の指定状況を図 5 に示す。図 5 は左が法改正前、右が改正後の指定区域である。

法改正前、23 区では板橋区と世田谷区の一部のみが指定されていたが、改正後は全域が指定区域とな
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った。図 5(b)では、赤が宅地造成等工事規制区域、緑が特定盛土等規制区域を示す。多くの地域が宅

地造成等工事規制区域となり、奥多摩などの一部地域が特定盛土等規制区域に指定されている。 

 

 
(a)法改正前 5)                                       (b)法改正後 6) 

図 5 東京都の規制区域の指定状況 

 

●造成宅地防災区域 

平成 18 年（2006 年）宅造法改正で創設された制度であり、当時（旧法）の宅地造成工事規制区域の

指定を受けていなかった造成宅地についても、地震時の滑動崩落等の災害のおそれが認められるもの

が全国に存在していたことから、これらを対象として一定の措置を講じるために造成宅地防災区域と

して指定する制度である。よって、過去に盛土・宅地造成が行われた宅地（既存の造成宅地）の中で、

現時点において災害（崖崩れ・土砂流出等）の危険が高い区域を、都道府県知事等が指定する区域で

あり、既に「宅地造成等工事規制区域」に指定されている土地は対象外となる。これは、造成宅地防

災区域指定の可能性がある既存の造成宅地であっても、再造成に係る危険性等も含めて規制対象とな

る宅地造成等工事規制区域として指定され、当該区域内において勧告等の措置を講じることが可能で

あるため、両区域が重複して指定されることが想定されないからである。また造成宅地防災区域は指

定の事由がなくなったときは、指定を解除するものとしている。これは、適切な災害防止措置等が実

施されて、造成宅地の安全性が認められる場合などに加えて、造成宅地防災区域が宅地造成等工事規

制区域に指定される場合も、解除事由となる 1)。 

・指定者：都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長 

・指定要件：宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれ

が大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するもの 

・指定の基準：①下記(図 6)のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域であって、安定計算によ

って、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対す
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る最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの 

②切土または盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置された

擁壁の沈下、切土または盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類

する事象が生じている一団の造成宅地の区域 

・指定された場合の義務：所有者・管理者・占有者の努力義務として擁壁の設置・改造、盛土の補

修など、安全確保のための措置に努める義務が求められる 

・行政による措置：勧告・・・必要な災害防止措置をとるよう指導される 

命令・・・擁壁の設置・改造・地盤の改善などを期限付きで命じられる 

→ 従わない場合は罰則対象となる場合もあり得る 

 

 

図 6 造成宅地防災区域の指定の基準(谷埋め型盛土、腹付け型盛土) 7)   

 

⑤ 盛土規制法の対象となる工事 

図 7 に各区域における盛土規制法の対象となる工事を示す。図 7 は(a)が宅地造成等工事規制区域、

(b)が特定盛土等規制区域の条件である。 

宅地造成等工事規制区域では、「土地の形質の変更」に関する条件は、従来の宅地造成工事規制区域

に加えて、崖が生じなくとも盛土高 2m 超の土地の形質変更が追加された。一方、新設された特定盛土

等規制区域では、新たな条件が設定されている。特定盛土等規制区域では、宅地造成等工事規制区域

に比べて、許可が必要な条件が緩和されるとともに、届出のみで対応可能な条件も設けられている。 

また今回の改正では、工事中の仮置きなどの「一時的な土石の堆積」も新たに規制対象となり、一

定規模を超える場合は許可が必要となった。条件は図 7(a)、(b)の⑥～⑦に示す。これは土地の形質の

変更に該当しない作業であっても、⑥～⑦の条件に該当すれば許可が必要な工事とみなされる。 
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例として、建物解体後の埋戻し工事で現場の隅に一時的に土を盛る行為などが挙げられる。この場

合でも、⑥～⑦の条件を超える工事では許可や届出が必要となり、知らずに行えば「無許可工事」と

判断される可能性があるため注意が必要である。 

 

 

(a) 宅地造成等工事規制区域 

 

(b) 特定盛土等規制区域 

図 7 各区域において盛土規制法の対象となる工事 8) 

 

⑥ 盛土規制法の責任者と罰則 

盛土規制法では、工事施工時は造成主と工事施工者に、工事施工後は土地所有者等と原因行為者に

責任が課される。 

●工事施工時 

・造成主 

区域や工事が許可対象かを確認し、必要な手続きを行う義務がある。実務上は委託した工事施工者

が確認を行うことが多いが、業者が怠った場合、責任を問われる可能性がある。また、工事終了後の

保全義務も負う。 

・工事施工者 

許可が必要な工事を無許可で進めた場合、施工停止命令や災害防止措置命令の対象となるほか、罰

則が科される。 
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●工事施工後 

・土地所有者等 

土地所有者等が施工後の盛土等を安全な状態に維持する責務を有する。「土地所有者等」とは、土地

の所有者、管理者、占有者を表す。土地が譲渡等された場合でも、その時点での土地所有者等に責務

が発生する。 

・原因行為者 

原因行為者に対しても、是正措置等を命令される。原因行為者は、当該盛土等を行った造成主や工

事施工者、過去の土地所有者等を表す。 

 

●罰則 

無許可や命令違反などに対し、個人には最大 3 年以下の懲役または 1,000 万円以下の罰金、法人に

は最大 3 億円以下の罰金が科される。 

 

⑦ 許可申請から工事完了までの流れ 

図 8 に許可申請から工事完了までの流れを示す。一定規模以上の工事を対象区域内で行うには、事

前に都道府県知事等の許可が必要である。図 8 の赤枠が法改正で新たに追加された項目である。主な

追加事項は以下のとおりである。 

・許可申請前に、土地所有者の同意および周辺住民への事前告知が義務化された。 

・工事着手後、定期報告(3 カ月ごと)、中間検査、段階確認が新たに義務化された。 

 

 

図 8 許可申請から工事完了までの流れ 4) 
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⑧ 技術基準 

規制区域内で盛土等の許可を得るには、技術基準に適合する必要がある。図 9 に技術基準の例を示

す。(a)は土地の形質変更の例、(b)は一時的な土砂堆積の例である。工事を行う際は、各都道府県等

の技術基準や盛土等防災マニュアルに基づいて施工する必要がある。 

●土地の形質変更の技術基準の例(図 9(a)) 

・盛土内に水が滞留しないように排水施設（盛土内の水平排水層・地下水排水管）を設置する。 

・盛土が崩壊しないように適切な締固め管理を行う。 

・盛土又は切土による崖を生じる場合は、擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する。 

・崖面以外の地表面には植栽、芝張り等の措置を行う。 

・渓流等における 15 メートル超の盛土の場合は、安定計算を行う。 

●一時的な土砂の堆積の技術基準の例(図 9(b)) 

・堆積する土地の地盤の勾配は 10 分の１以下 とする。 

・周囲との安全な距離を確保するため、十分な空地を設ける。 

・堆積した土石の崩壊を防止するため、地表水を排除する措置を行う。 

 

 

(a) 土地の形質変更の技術基準の例 8) 

 

(b) 一時的な土砂の堆積の技術基準の例 8) 

図 9 技術基準の例 
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